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１．兵庫地区渋滞対策協議会の検討経緯

H24年度 第1回～4回
（H24.7～H25.2）

・道路交通の現状把握
・主要渋滞箇所（素案）の検討、主要渋滞箇所の特定

H25.2.15 主要渋滞箇所２０２箇所の公表

・渋滞対策の基本方針の検討、今後の検討体制の構築H25年度 第1回～3回
（H25.6～H26.3）

H26.3.28 兵庫県の対策の基本方針の公表
H27年度 第1回（H27.9）

H28年度 第1回（H28.7）

・対策完了箇所のモニタリング
・主要渋滞箇所の対策検討の進め方

H29年度
第1回（H29.8） ・主要渋滞箇所の見直し（H29年特定解除：1箇所、H30年特定解除：4箇所）

・主要渋滞箇所の特定解除フローについて（H29年）
・渋滞対策検討の状況について（H30年）第1回～2回

（H30.8～H31.3）

R1年度
・主要渋滞箇所の見直し（特定解除2箇所）
・渋滞対策検討の状況について
・特定解除に向けた課題に対する対応、対策の進め方（信号待ち回数の簡易調査手法等）

第1回～2回
（R1.7～R2.2）

H30年度

・渋滞対策検討の状況について
・主要渋滞箇所の解除（R2年度：5箇所、R3年度：12箇所、R4年度：6箇所）
・コロナ禍での渋滞状況、新たな生活様式に対応した渋滞対策（TDM等）

R2,3年度：2回
R4年度：1回
（R2.7～R4.9）

R2～4年度

第1回（R5.8）

本日

■渋滞対策検討の状況について（資料2で説明）

■主要渋滞箇所の見直し（資料4-1,4-2で説明）

・主要渋滞箇所の特定解除（審議対象：3箇所）

・特定解除フローの見直し
・新たな主要渋滞箇所選定の考え方について

■2025年大阪万博に向けた本協議会の対応について（資料5で説明）

R5年度
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１）主要渋滞箇所の選定

交通データに基づく
選定箇所
１５４箇所

パブリックコメントによる
候補箇所
１２２箇所

４７箇所 ７５箇所

渋滞が未確認渋滞が確認 最新データにより確認
現地の状況確認

４8箇所 74箇所

道路管理者等からの意見

２．主要渋滞箇所の特定・公表

素案箇所の選定指標

昼間12時間の総損失時間が多い箇所

一部の時間において損失時間が多い箇所

交差点のうち一方向だけでも速度低下がみられる箇所

観光地により休日に速度低下がみられる箇所

大型商業施設により休日に速度低下がみられる箇所

交通結節点により平日に速度低下がみられる箇所

踏切により平日に速度低下がみられる箇所

その他信号待ち回数が多い箇所や交差点通過時間が大きい箇所

兵庫地区渋滞対策協議会としての
地域の渋滞候補箇所の選定（154箇所）

パブリックコメントの実施
⇒道路利用者の実感箇所の追加（122箇所）

H24年度第4回渋滞協において地域の主要渋滞箇所を決定
（202箇所）

地域の主要渋滞箇所を公表（H25.2.15）
兵庫地区渋滞対策協議会としての

追加意見箇所の選定（48箇所）

交通データ※に基づき、候補箇所を選定（素案箇所）

道路利用者・道路管理者が
渋滞を実感している箇所を選定（追加意見）

〈主要渋滞箇所の選定フロー図〉

候補箇所の選定指標

追加意見箇所の選定指標

交通データ※、実態調査結果により、速度低下がみられる箇所

道路管理者等からの意見により、渋滞発生が認められた箇所

追加意見箇所の選定指標

※交通データ：民間プローブデータ、道路交通センサス

４エリア
（９３箇所）

１７区間
（４１箇所）

６８箇所
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H24当時のデータにより確認
現地の状況確認



２．主要渋滞箇所の特定・公表
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２）交通データに基づく主要渋滞箇所（１５４箇所）の選定フロー

「信号待ち３回
以上」、「交差
点通過時間２
分以上」、「渋
滞改善要望の
強い箇所」のい
ずれか

主要渋滞箇所
の抽出

交差点損失時間※1

（年間）

昼間12時間の
総損失時間が多い

交差点

一部の時間において
損失時間が多い

交差点

大規模商
業施設の
交差点

ピーク時
交差点損失時間※1

（時間）

2箇所 14箇所

交差点各方向別
最低平均

旅行速度※1

一方向だけでも
旅行速度が低い

交差点

32箇所

１軸

１’軸
２軸

2箇所※3

1,616箇所
（センサス対象道路以上どうしの交差箇所）

※1：昼間12時間

地域の課題を反映するデータによる補完

基本指標（交差点損失時間）
による評価

地域の実感を反映の上、主要な渋滞状況（課題・箇所等）特定

80万人時間
/年以上

一日の中のピー
ク時間において
182.6人時間/時
以上

休日平均
旅行速度※1,2

３軸

観光地
周辺の
交差点

1箇所※3

交通結節点
周辺の交差

点

6箇所※3

踏切

3箇所

休日平均
旅行速度※1,2

３軸
平日平均

旅行速度※1,2

３軸
混雑時

旅行速度

３軸各府県別
ワースト100
位以内で、
かつ、交差
点の各方向
の平均旅行
速度のうち、
最も低い方
向の平均旅
行速度が
20km/h以下

休日平均旅
行速度が
20km/h以下

観光地、
かつ、
休日平均
旅行速度
が20km/h
以下

乗降客数5千人
/日以上の駅、
かつ、
平日平均旅行
速度が20km/h
以下

開かずの踏切及
びボトルネック踏
切、かつ、混雑
時旅行速度が
10km／h以下

※2：半径500m内が対象

信号待ち
回数等

一方向だけで
もひどい渋滞

が発生

94箇所

３’軸

大規模商
業施設の
交差点

0箇所

店舗面積
≧１万m2

その他複合
施設面積
≧１万m2

兵庫地区「渋滞発生箇所」

定義１：信号待ち回数が３回以上（信号交差点）
定義２：交差点通過時間が２分以上（信号がな

い交差点）
定義３：渋滞に対する改善要望の強い箇所

（ 1軸、1’軸、2軸、3軸の該当箇所を除く ）

※３：３’軸からの６箇所を含む。



３）記者発表資料（H25.2.15）

２．主要渋滞箇所の特定・公表
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３．兵庫県の対策の基本方針（平成２５年 第３回渋滞対策協議会資料（H26.3.28））
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H24.7 第１回協議会

・兵庫県における道路の渋滞対策を効率的に進めていくために、「兵庫地区渋滞対策協議会」※（以下「協議会」）において、
道路利用者の皆様が実感している渋滞箇所等を「地域の主要渋滞箇所」としてＨ２５.２に選定しました。

・この度、「地域の主要渋滞箇所」に対する渋滞対策の基本方針を「協議会」にて検討し、とりまとめました。

検討経緯

H24.8 第２回協議会

H24.11 第３回協議会

地域の主要渋滞箇所 選定

対応の基本方針

兵庫県道路利用者協会、兵庫県商工会議所連合会、（公社）ひょうごツーリズム協会、国土交通省近畿地方整備局、国土交通省神戸運輸監理部、
兵庫県警察本部、兵庫県、神戸市、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社

※「兵庫地区渋滞対策協議会」の構成員

１．兵庫県の概況

概 要

県
域
特
性
及
び
道
路
交
通
状
況

・兵庫県の人口は全国第７位であり、阪神（神戸）港の貿易額は全国で第４位の規模を誇るなど、瀬戸内海臨海部を中心に

工業や商業が集積して都市圏が形成されています。また、県内には全国有数の観光地が点在しており、北部地域において

も豊岡市等の観光産業を軸とした中核都市が形成されています。

・兵庫県の道路交通網の骨格は、３つの東西方向軸と３つの南北方向軸の高速道路網で構成されていますが、東西内陸軸

や瀬戸内臨海軸を構成している中国自動車道、山陽自動車道、阪神高速３号神戸線等において交通集中による渋滞が発

生しています。

・一般道においては、市街地が発達した瀬戸内海臨海部に、主要渋滞箇所の7割が集中しています。また、北近畿豊岡自動

車道の端末から以北を繋ぐ国道9号や豊岡駅周辺の国道426号において、限られた幹線道路に地域内交通と通過交通が

集中し、交通渋滞が発生しています。

２．方向性

概 要

総
合
対
策
等

・一般道の主要渋滞箇所の内７割が集中する瀬戸内海臨海部を含む阪神エリアと播磨エリア、及び北近畿豊岡自

動車道の端末から以北を繋ぐ但馬エリアでの渋滞箇所に着目し、各エリアの渋滞特性を踏まえ渋滞の詳細な要因

分析を進め、交通渋滞軽減を促進します。

（ソフト対策）

公共交通の利便性向上のほか、高速道路への交通の誘導・分散化の推進により一般道路の交通負荷軽減を検討

（ハード対策）

高速道路やバイパス整備等の幹線道路機能の強化による通過交通の分散や交通円滑化を図る取り組みを検討

対応方針

公共交通の利便性向上、高速道路への交通の誘導・分散化の推進による一般

道路の交通負荷軽減や、高速道路やバイパス整備等の幹線道路機能の強化

による通過交通の分散や交通円滑化を図る取り組みのほか、協議会の下に関

係者で構成されるワーキンググループを設置し、ソフト・ハードを含めた更なる渋

滞対策の検討を進めます。

H25.2 第４回協議会

３．兵庫県全体の交通軸

兵庫地区渋滞対策協議会

道路管理者

検討体制（案）

【ワーキンググループメンバー（案）】

運輸局交通管理者
国、兵庫県、

神戸市、NEXCO、
阪神高速、関係市町

兵庫県警察

播
磨
但
馬
軸

東西内陸軸

瀬戸内臨海軸

播
磨
因
幡
軸

阪神エリア

近畿運輸局
（神戸運輸監理部）

自治体
市、町

道路利用者
道路利用者協会、
ツーリズム協会

商工会

交通事業者
トラック協会、

バス協会 など

兵庫地区渋滞対策協議会 幹事会

日本海沿岸軸

播磨エリア

H25.6 第１回協議会

H25.8 第２回協議会

H26.3 第３回協議会

但馬エリア

日
本
海
太
平
洋
軸

※平成25年時点



４．検討体制の構築

（道路管理者）
・兵庫国道事務所
・兵庫県（本庁、県民局、県民センター）
・神戸市（建設事務所）
・西日本高速道路株式会社
・阪神高速道路株式会社

（交通管理者）
・兵庫県警察本部
・警察署

（運輸局）
・神戸運輸監理部

（基礎自治体）
・市町

（民間団体）
・道路利用者協会、商工会、観光本部など

（交通事業者）
・バス事業者、タクシー事業者 など

兵庫県道路利用者協会、兵庫県商工会議所連合会、（公社）ひょうご観光本部、国土交通省近畿地方整備局、国土交通省神戸運輸監理部、
兵庫県警察本部、兵庫県、神戸市、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社

〈構成員〉

兵庫地区渋滞対策協議会

阪神地域検討ワーキンググループ 播磨地域検討ワーキンググループ

（道路管理者）
・姫路河川国道事務所
・兵庫県（本庁、県民局、県民センター）
・西日本高速道路株式会社

（交通管理者）
・兵庫県警察本部
・警察署

（運輸局）
・神戸運輸監理部

（基礎自治体）
・市町

（民間団体）
・道路利用者協会、商工会、観光本部など

（交通事業者）
・バス事業者、タクシー事業者など

（道路管理者）
・豊岡河川国道事務所
・兵庫県（本庁、県民局）

（交通管理者）
・兵庫県警察本部
・警察署

（運輸局）
・神戸運輸監理部

（基礎自治体）
・市町

（民間団体）
・道路利用者協会、商工会、観光本部など

（交通事業者）
・バス事業者、タクシー事業者など

ＷＧの論点に合わせ必要なメンバーが参加

兵庫地区渋滞対策協議会 幹事会

但馬地域検討ワーキンググループ

ワーキンググループは、幹事会の必要と思われる構成員に基礎自治体を加え、論点に応じ必要なメンバーが参加。

１）ワーキンググループの構成
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“渋滞対策協議会”において、各年度の取り組み方針を決定し、 “地域検討ワーキンググループ”へ方向性を指示。
“地域検討ワーキンググループ”において、具体的な対策を検討した結果を“渋滞対策協議会”へ報告。

２）検討の進め方

４．検討体制の構築

“渋滞対策協議会”による議論

“地域検討ワーキンググループ”による議論

 今年度の主な取り組みの報告

 交通状況のモニタリング結果の報告

 実施した渋滞対策及び整備効果

の報告 等

 渋滞対策の基本方針の検討

 地域の交通課題の抽出

 ソフト・ハードを含めた具体的な

対策の検討・調整 等

年に1～2回程度

年に2～3回程度

検
討
結
果
の
報
告

方
向
性
の
指
示
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 担当者会議

道路管理者・交通管理者により、交通ビックデータの分析や交通実

態調査の実施、合同現地検討により具体的な対策内容を検討。



５．地域検討ワーキンググループの活動内容

交通ビックデータを活用した検討

合同現地検討会の実施

ETC2.0や民間プローブデータを活用し、
路線や交差点周辺の

速度状況や、経路分析等で交通特性を把握

▲ETC2.0による経路分析

▲交通量調査・交通渋滞調査

交通ビッグデータによる検討・
交通実態調査の結果、

合同現地検討会を踏まえて対策案を検討

事務局または当該箇所の道路管理者が
交通実態調査を実施し、渋滞状況を把握

交通実態調査の実施
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道路管理者と交通管理者が
合同で現地を視察し、意見交換

▲合同現地検討会の様子

対策検討の実施

▲対策方針の策定

▲ETC2.0による旅行速度分析

※令和4年度 阪神地域検討WG資料より抜粋

⻑坂IC⻑坂東新⻑坂橋

⻑坂IC⻑坂東新⻑坂橋

左直・右折

左折・直右
左折は付加車線とする

→車線を入れ替えることで
交差点内シフトが生じる

現 況

対策案


